
政
令
第
百
九
十
四
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
六
十
九
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
外
国
為
替
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
六
十
九
条
の
六
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百

八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
表
第
二
第
五
号
中
「
第
六
十
九
条
の
六
、
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
七
、
第
六
十
九
条
の
八
第

一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
号
中
「
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
に
」
を
「
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
に
」
に
、
「
第
六

十
九
条
の
七
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。


